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大阪府医師会長 

中 尾 正 俊 
(公印省略)  

 

令和６年度介護報酬改定等における 

高齢者施設等と医療機関との連携等に係る内容の周知及び協力について 

 

平素は本会事業に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記について、別添のとおり、日本医師会より通知がありました。 

令和６年度の診療報酬・介護報酬の同時改定において、高齢者施設等（介護老人福

祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療

院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共

同生活介護をいう。以下同じ。）における入所者の急変時対応や平時からの感染症対

応力向上を図ることを目的として、高齢者施設等と医療機関との連携を強化するため

の見直し等が行われましたが、本通知は、上記内容を改めて周知し、高齢者施設等と

の連携を医療機関へお願いするものとなっております。 

医療・介護の連携推進は重要であり、下記の診療報酬・介護報酬改定の趣旨にご理

解・ご協力を賜りたいとのことです。 

ついては、貴会におかれましても、本件をご了知の上、貴会会員へご周知賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

記 

 

（１）高齢者施設等と協力医療機関との連携について 

令和６年度介護報酬改定においては、介護保険施設等（介護老人福祉施設、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院）につい

て、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で

より適切な対応を行う体制を確保する観点から、入所者の病状の急変時等に、相談

や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる等の体

制を確保した協力医療機関を 2027年３月末までに定めることが義務化されました。

また、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、及び認知症

対応型共同生活介護については、同様の対応が努力義務とされました。 

協力医療機関としましては、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括

ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援

する地域の医療機関が想定されております。 

つきましては、高齢者施設等と医療機関の連携体制が早期に構築できるよう、高

齢者施設等から協力医療機関としての連携の求めがあった場合には、可能な限り協

議に応じていただきたくお願い申し上げます。 

なお、令和６年度診療報酬改定においては、協力医療機関への評価として、「協力

対象施設入所者入院加算」や「介護保険施設等連携往診加算」が新設されたことを

申し添えます。 



 

 

また、高齢者施設等と協力医療機関との間で、入所者の急変時等に備えた平時か

らの連携を強化するため、入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確

認等を行う会議を定期的に開催することについて、診療報酬においては「協力対象

施設入所者入院加算」や「介護保険施設等連携往診加算」の算定にあたっての施設

基準とされ、介護報酬においては定期的な会議の実施を評価する「協力医療機関連

携加算」が創設されております。こうした取組もご活用していただきまして、高齢

者施設等と協力医療機関との間で実効性のある連携体制を構築していただきたくお

願い申し上げます。 

 

 

（２）高齢者施設等における感染症対策の向上に向けた医療機関の協力について 

高齢者施設等において感染症が発生した場合には、感染者の対応を行う医療機関

と連携しながら感染者の療養を行うことや、他の入所者への感染拡大を防止するこ

とが求められることから、令和６年度介護報酬改定において、 

・新興感染症等の発生時等に感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連

携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めることが努力義務とされ、 

・高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の

対応を行う医療機関との連携体制を評価する高齢者施設等感染対策向上加算

（※）が創設されました。 

つきましては、第二種協定指定医療機関として都道府県と協定を締結した医療機

関におかれましては、高齢者施設等から連携の求めがあった際には、可能な限り協

議に応じていただきたくお願い申し上げます。 

また、診療報酬における感染対策向上加算の届出を行った医療機関等におかれま

しては、高齢者施設等から研修への参加や感染制御等に係る実地指導の求めがあっ

た場合には、当該高齢者施設等と合同での実施や、現地に赴いての感染対策に関す

る助言にご協力いただきたくお願い申し上げます。あわせて、診療報酬における感

染対策向上加算の院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を

想定した訓練を行う地域の医師会や医療機関、診療報酬における感染制御チーム

（外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者）により定期的に院内研修を

行う感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関におかれ

ましては、研修等の実施の際には、高齢者施設等に対してもお声掛けいただきたく

お願い申し上げます。 

 

（※）介護報酬上の高齢者施設等感染対策向上加算の要件 

・高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 

高齢者施設等の職員が、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策

向上加算に係る届出を行った医療機関や地域の医師会が実施する院内感染対策に

関するカンファレンス、訓練又は研修に少なくとも年に１回以上参加した場合を

評価。 

 

・高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくと

も３年に１回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導

を受けている場合を評価。 

 



 

 

 

（３）リハビリテーションにおける医療介護連携の推進について 

リハビリテーションにおける退院時の情報連携を促進し、退院後早期に質の高い

リハビリテーションを実施できるようにするために、診療報酬・介護報酬の双方で

以下の見直しが行われております。 

 

○令和６年度診療報酬改定 

・退院患者が介護保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービス利用へ

移行する場合、移行先の事業所に対しリハビリテーション実施計画書等を提供す

ること 

・退院時共同指導料２の参加職種について、介護保険によるリハビリテーション

を提供する事業所の医師、理学療法士等の参加を求めることが望ましいこととす

ること 

 

○令和６年度介護報酬改定 

・リハビリテーション事業所において、医療機関のリハビリテーション実施計画

書等の入手の義務化をすること 

・医療機関の退院前カンファレンスに、リハビリテーション事業所の医師等が参

加した場合の評価の創設をすること 

 

つきましては、医療機関において入院中にリハビリテーションを受けた者が、退

院後、介護保険のリハビリテーションを利用する際には、リハビリテーション事業

所へリハビリテーション実施計画書等を提供いただくとともに、退院前カンファレ

ンスの際には、リハビリテーション事業所へ積極的なお声がけをいただきたくお願

い申し上げます。 

以 上 

 

（添付資料） 

○令和６年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療機関との連携等に係る内

容の周知及び協力について 

（令 6.7.5 事務連絡 厚生労働省老健局高齢者支援課、 

認知症施策・地域介護推進課、老人保健課） 

 

 

 

 

 

＜担当＞ 大阪府医師会地域医療２課(西井・吉田・竹村) 

〒543-8935  大阪市天王寺区上本町 2-1-22 

TEL: 06-6763-7002 FAX: 06-6765-3737 


